
とでごみの減量化及び再生利用の促進を図る。

３．業務期間 令和 8年 6月 1日から令和 9年 3月 31 日

４．支払方法 委託代金の支払いは、月毎の業務委託完了引渡後とし、請求後３０日以内に

支払う。

５．関係法令等の遵守 受託者は、業務の遂行にあたり充分に関係法令等を遵守すること。

６．業務内容

（１）収集運搬方法

①学校給食センターから排出する食物残渣等の契約期間中の見込として重量は最大約

22,000kg、収集回数は最大 66 回とする。

②学校給食センター内に 200Ｌの専用カートを必要量配置する。

③食物残渣が直接投入された専用カートを回収し、空のカートを配置する。

④１カートあたりの食物残渣等の重量は上限 80 ㎏を目安とする。

⑤回収回数は週 2回を原則とし、長期休暇や祝祭日等の諸事情がある場合は

担当者と協議のうえ決定する。

⑥回収残渣量は、学校給食センターが発行する給食残渣処理依頼票と照合の上、月報

⑦車輌の通行ルート停車場所等については 充分配慮すること。

（２）堆肥の提供

位置づけられた事業であり、その推進に資するため、本業務において製造した堆肥

（運送費を含む）

提供数量、日時、場所については学校給食センターの指示による。



７．本業務に必要な資格等

・荷卸し地（処分地）の一般廃棄物収集運搬業許可

・処分地の一般廃棄物処分業許可

・処分地の一般廃棄物処理施設の設置許可

・再生利用事業登録


